
 

 

 

第２節 欧米における支援策の動向 

 

 以下では、アメリカ及び欧州において、20年秋以降に成立した施策を中心に、その内

容を整理する1。 

 

１．アメリカ 

 アメリカでは、20年３月から４月にかけて、累次の経済対策が実施された。５月以降

は、共和党・民主党間で合意がなされず追加対策の成立は見送られていたが、12月にな

ると、失業手当の拡充措置2の期限が近付いたことなどから、超党派議員による追加対

策案が公表されるなど、再び追加対策に関する議論が活発となり、12月27日には、

8,677億ドル（約90兆円、対GDP比4.1％）の追加対策（Coronavirus Response and Relief 

Supplemental Appropriations Act,2021）が成立した。これには、１人当たり最大600ドル

（約６万円）の現金給付の再実施3、失業手当の週300ドル（約３万円）上乗せ等の拡充

措置、雇用維持により返済免除となる中小企業向け融資（PPP：Paycheck Protection 

Program（給与保護プログラム））の再実施4、航空会社・空港・交通機関等に対する給

与支払支援等が含まれている（第1-2-1表）。 

 また、21年３月11日には、バイデン新政権の下で、総額1.9兆ドル規模（約200兆円、

対GDP比8.9％）の「米国救済計画（ARP：American Rescue Plan）」が成立した。本対

策には、20年12月に成立した失業手当の拡充措置の更なる延長、現金給付（１人当たり

最大1,400ドル）の再実施、児童税額控除の拡大、州・地方政府向け支援、中小企業向

け支援、教育機関向け支援等が盛り込まれている（第1-2-2表）。 

  

                         
1 20 年春から秋にかけて実施された支援策については、内閣府（2020）を参照。 
2 20 年３月に成立した追加対策（CARES 法）により、失業手当について、給付期間の延長措置及び自営業者等への

対象拡大措置が採られ、それらの期限が 20年 12月末となっていた。 
3 20年３月に成立した追加対策（CRAES 法）により、１人当たり最大1,200ドル、子供１人当たり500ドルの現金給

付を実施。 
4 PPP とは、人件費、不動産ローン、家賃・リース契約、共益費支払い等のため、民間金融機関が中小企業に融資を

行うものであり、条件を満たせば全部又は一部が返済免除となる（中小企業庁が貸手である民間金融機関に対し免除

分の金額を支払う）。従業員数 500 名以下の企業（個人事業主、自営業者等を含む。）を対象とし、人件費の最大

2.5 か月分（上限 1,000 万ドル）を融資する。21 年１月に再開された PPP においては、従業員数が 300 名以下で、か

つ 20 年のいずれかの四半期で前年同期から収益が 25％以上減少している企業の場合、２回目の申請を行うことが可

能となった。２回目の申請では、融資額の上限が 200 万ドルに引き下げられ、飲食・宿泊業では人件費の 3.5 か月分

の融資が可能となった。 
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第1-2-1表 追加経済対策（2020年12月27日成立）の概要 

対策 金額 主な内容 

総額 8,677億ドル  

個人向け給付 

【再実施】 

1,635億ドル ・１人当たり最大600ドル（約６万円） 

※年収75,000ドル（約780万円）以上の者は減額 

年収87,000ドル（約900万円）以上の者は給付対象外 

[単身世帯の場合] 

失業手当の 

拡充 

【再実施・ 

延長】 

1,192億ドル ・失業手当の週300ドル上乗せ [21年３月14日まで] 

・自営業者等への対象拡大措置の期限（20年12月末）の延長 

[21年４月５日まで] 

・給付期間延長措置（26週間→39週間）の再延長（39週間→50

週間） [21年４月５日まで] 

中小企業支援

【再実施】 

3,250億ドル ･給与保護プログラム(PPP：雇用維持により返済免除となる中

小企業向け融資）の再実施（2,840億ドル） 等 

航空会社・空

港・交通機関

向け支援 

【再実施】 

450億ドル ・自社株買いや配当の禁止等を条件に、航空会社従業員の給与

支払を支援(補助金)（150億ドル、21年３月31日まで） 

 

その他 3,785億ドル ・教育 

・家賃補助 

・ワクチン開発・検査費用  等 

（備考）CBO及び各種資料より作成。 
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第1-2-2表 追加経済対策（2021年３月11日成立）の概要 

対策 金額 主な内容 

総額 1.9兆ドル  

個人向け 

給付 

【再実施】 

4,106億ドル ・１人当たり最大1,400ドル（約15万円） 

※20年12月実施の給付（１人当たり最大600ドル）と合わせて最大

2,000ドル 

※年収７万5,000ドル以上の者は減額、年収８万ドル以上の者は支給

対象外 [単身世帯の場合] 

失業手当の

拡充 

【延長】 

2,033億ドル ・週300ドルの上乗せ措置を延長[21年９月６日まで] 

・自営業者等への対象拡大措置の期限（21年４月５日まで）の延長

[21年８月29日まで] 

・給付期間延長措置（26週間→50週間）の延長期間拡大（50週間→74

週間） [21年８月29日まで] 

児童税額控

除の拡大 

1,092億ドル ・６歳以上18歳未満の子供について、児童税額控除を１人当たり

3,000ドルに引上げ 

・６歳未満の子供について、児童税額控除を１人当たり3,600ドルに

引上げ 

・納税額が控除額を下回った場合、差額を全額還付。 

※現行は、17歳未満の子供について、１人当たり2,000ドルを税額控

除（還付は1,400ドルまで） 

中小企業向

け支援 

536億ドル ・飲食店向け支援（250億ドル）  

 20年と19年の収入の差額を支給（１企業当たり最大1,000万ドル

（１店舗当たり最大500万ドル）） 

・EIDL（経済損失災害ローン）アドバンス（※）を再開（150億ド

ル）  

（※）損害を受けた中小企業を対象に、最大１万ドルの補助金を支給

するもの 

その他  ・州・地方政府向け支援 

・中小企業向け支援 

・教育機関向け支援・ワクチン普及・検査体制強化等   等 

（備考）CBO及び各種資料より作成。 
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２．欧州 

（１）ドイツ 

ドイツ政府は、段階的な経済活動の再開以降も、感染症の影響を受ける企業や自営業

者を支援するため、つなぎ支援（Überbrückungshilfe）や11月・12月臨時経済支援

（Novemberhilfe、Dezemberhilfe）を始めとする対策を実施した。 

つなぎ支援は、対象月の売上が一定以上減少した企業に対して、固定費の一定割合を

給付する制度である。20年６～８月を対象期間とした第１期では、原則として４～５月

の平均売上が前年比60％以上減少した中小企業が対象であり、経済安定化基金（WSF）
5へのアクセスの規模基準（（ア）総資産が4,300万ユーロより多いこと、（イ）売上が

5,000万ユーロより多いこと、（ウ）年間平均従業員数が249人より多いことの３つのう

ち２つを満たしていること6）を満たす企業や、年間売上高が７億5,000万ユーロより大

きい企業等は対象外とされた。この条件を満たした企業のうち、６～８月の各月の売上

が前年比40～50％、50～70％、70％超減少した企業に対して、順に該当する月の固定費

のそれぞれ最大40％、50％、80％が支給される（上限は１か月当たり５万ユーロ）。 

また、９～12月を対象期間とした第２期では、（ア）４～８月のうち２か月連続で売

上高が前年同月比50％以上の減少、（イ）４～８月の平均売上高が前年同期比30％以上

の減少のいずれかに該当する企業を対象に、９～12月の各月の売上が前年比30～50％、

50～70％、70％超減少した企業に対して、順に該当する月の固定費のそれぞれ最大40％、

60％、90％が支給され（上限は１か月当たり５万ユーロ）、第１期から給付要件の緩和

及び支給額の拡充がなされた（第1-2-3表）。 

さらに、11月に導入された経済活動の再制限の影響を受けた事業者を支援するため、

12月には、20年11月～21年６月を対象期間とする第３期も実施することが公表された。

第３弾では、20年の売上が７億5,000万ユーロ以下の企業のうち、20年11月～21年６月

の各月の売上が19年同月比で30％以上減少した企業を対象に、売上が30～50％、50～

70％、70％超減少した月に対して、順に該当する月の固定費の最大40％、60％、100％

が支給される（上限は１か月当たり150万ユーロに拡充）。第２期と比べて支給期間が

長期化し、支給上限額が引き上げられたほか、支給要件が簡素化された。さらに、第３

期の支給条件や支給内容等を維持しながら、支給対象期間を21年７～９月まで延長する

第４期の実施も公表された。 

また、11月２日以降の経済活動の再制限の影響を受けた事業者に対しては、11月、12

月臨時経済支援が創設された（第1-2-4表）。11月臨時経済支援では、(ア)休業要請の

対象となった事業者、(イ)それらの事業者との間で売上の80％以上を生み出している事

                         
5 本来健全であった企業の流動性と支払い能力の確保を目的として 20年３月に設立された、6,000 億ユーロ規模の企

業救済基金。 
6 この要件に満たない場合でも、特にインフラ関係の中小企業については対象となる可能性がある。 
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業者等を対象に、都市封鎖による休業日数に応じて、前年11月の売上の75％が支給され

る。ただし、支給額は、操業短縮手当、つなぎ支援等の同期間のその他の支援額や、11

月の売上が前年11月の売上高の25％を超える場合はその部分と相殺され、休業対象とな

っている事業者に事業収入がある場合でも、給付と併せて前年11月の売上高を超える収

入を得ないようにしている。また、経済活動の制限の期限が当初予定されていた11月末

から延長されたことを受けて、11月臨時経済支援と同様の支給条件で、12月の都市封鎖

による休業日数に応じて前年12月の売上の75％を支給する12月臨時経済支援も実施され

ている。なお、12月臨時経済支援が終了する21年１月以降は、前述したつなぎ支援第３

期により、支援が継続される。 

このほか、自営業者に対する特別給付7等の対策が行われている。 

 

第1-2-3表 ドイツの中小企業等向け給付：つなぎ支援 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）ドイツ政府より作成。 

                         
7 既存のつなぎ支援は固定費を基準としていたため、操業のための固定費が比較的低い、1 人で活動を行う自営業者

（アーティスト等）への恩恵が小さかった。そのため、つなぎ支援第３期と同時期に、（ア）19年の収入の51％以上

を自営業から得ている、（イ）21 年１月から 21 年６月までの６か月間の売上が、19 年の平均月次売上の６か月分と

比べて 10％以上減少、の両方の条件を満たした自営業者を対象に、19 年の６か月分の売上の 50％（上限は 7,500 ユ

ーロ）を給付する自営業者に対する特別給付制度が公表された。 

第１期
（支給対象期間：20年６～８月分）

第２期
（支給対象期間：20年９～12月分）

第３期
（支給対象期間：

20年11月～21年６月分）

第４期
（支給対象期間：

21年７月～９月分）

支給
条件

20年４～５月の平均売上が
前年比60％以上減少した企業
※総資産や売上等が一定規模
　以上の企業を除く

（いずれかに該当する企業）
・20年４～８月のうち２か月連続
　で売上が前年同月比50％以上減少
・20年４～８月の平均売上が
　前年同期比30％以上減少
※総資産や売上等が一定規模
　以上の企業を除く

支給対象期間のうち、申請する月の
売上が19年同月比30％以上減少した
企業
※売上が一定規模以上の企業を除く

第３期と同じ

20年６～８月で支給条件に
該当する月について、
売上の減少が　　　　　固定費の
・40～50％の場合は、　最大40％
・50～70％の場合は、　最大50％
・70％超の場合は、　　最大80％
　を支給

※該当月分をまとめて申請
（最大３か月）

20年９～12月で支給条件に
該当する月について、
売上の減少が　　　　　　固定費の
・30～50％の場合は、　　最大40％
・50～70％の場合は、　　最大60％
・70％超の場合は、　　　最大90％
　を支給

※該当月分をまとめて申請
（最大４か月）

20年11月～21年６月で支給条件に
該当する月について、　
売上の減少が　　　　　　固定費の
・30～50％の場合は、　　最大40％
・50～70％の場合は、　　最大60％
・70％超の場合は、　　　最大100％
　を支給

※20年11月以降、19年比50％以上の
売上減が３か月以上継続した事業者
の給付金を最大40％増額

※該当月分をまとめて申請
（最大８か月）

21年７月～９月で支給条件に該当す
る月について、第３期と同じ支給内
容

※経済活動再開の過程で雇用を増や
し、従業員の操業短縮からの復帰等
を行う事業者に対して、21年５月と
比較して増加した人件費の最大60％
を支給

支給
額上
限

・１か月５万ユーロ(約610万円)
・従業員数５（10）人以下の小規模
　事業者は、原則として３か月間で
　9,000(15,000)ユーロ

・１か月５万ユーロ
・小規模事業者についての
　左記支援金額上限を撤廃

・１か月150万ユーロ
　（連結財務諸表の対象企業の
    場合は合計300万ユーロ）
※６月上旬に１か月1,000万ユーロ
　への引上げを公表

・１か月1,000万ユーロ

前払
い

ー ー

・申請後、認定前でも給付額の
　一部前払いを実施
　（給付額の50％まで。ただし
　上限10万ユーロ）

第３期と同じ

支給
内容

同じ申請期間を対象とするその他のコロナ関連支援との重複受給はできない
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第1-2-4表：臨時経済支援 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）ドイツ政府より作成。 

 

（２）フランス 

フランス政府は、欧州理事会において「次世代のEU」と称する7,500億ユーロ規模の

復興基金の設立が合意に至ったことを受けて、20年９月３日に、2030年に新たなフラン

スを構築することを目標に掲げた「フランス・リランス（France Relance、フランス再

起動）」計画と題する1,000億ユーロ規模の経済対策を発表した8。本計画は、感染症の

影響から国民生活を保護するだけでなく、これを機に構造改革を促進して、EU加盟国

として欧州全体の国際的な競争力を高めることを企図したもので、EU復興基金から費

用の40％の提供を受ける予定となっている。本計画はエコロジー、競争力、結束を主眼

にしており、これらに適うものであれば支援の対象とし、幅広い案件、対象者を支援で

                         
8 フランス・リランス計画の発表から約２か月後には、政府 HP に実施の経過を観察するためのダッシュボードが掲

載され、エネルギー効率を高めるための住宅の改修の申請件数、電気自動車の購入支援件数、デジタル化支援申請件

数等が公表されて、毎月更新されている。また、支援を受けた企業やプロジェクトの実例を積極的に掲載している。 

11月臨時経済支援 12月臨時経済支援

支給条件
（ア・イの
いずれか）

(ア) 休業要請の対象となった事業者
(イ) 休業要請対象の事業者との取引で売上の
80％を生み出している事業者　等

11月臨時経済支援と同じ

支給内容
都市封鎖期間中、前年同月の売上の75％
同じ申請期間を対象とするその他のコロナ関連支援との
重複受給はできない。また、前年同月の売上高の25％を
超える売上があれば相殺（※）

12月の閉鎖日数に応じ、前年同月の売上の75％
相殺について11月臨時経済支援と同じ

支給額上限

前払い

200万ユーロ
200万を超える場合は、給付額は以下の計算式（１又は２を選択）のとおり

[計算式１]　200万ユーロ＋（固定費＋変動費－売上高）
1
×70％

2

1. （固定費＋変動費―売上高）は給付対象期間の値。３月～10月（12月支援の場合は11月まで）
   のうち損失が発生し、かつ売上高が30％以上減少した月についても算入可能。
2. 小規模・零細事業者（※）の場合は70％ではなく90％
※ 小規模・零細事業者は、従業員数50人未満かつ、売上高1,000万ユーロ未満又は
　資産1,000万ユーロ未満の事業者
3. 算定された給付額は、前年同月の売上高の75％が上限
4. 第２項部分の上限は1,000万ユーロ　　
 

[計算式２] 200万ユーロ＋逸失利益
１
×95％

1. 逸失利益は、前年同期の営業損益―都市封鎖期間中の営業損益（都市封鎖の影響を直
   接受けた変化に限る）
2. 算定された給付額は、前年同期の売上高の75％が上限
3. 第２項部分の上限はない

申請後、認定前でも給付額の一部前払いを実施（給付額の50％まで。ただし上限50,000ユーロ）

（※）例えば休業要請対象であるレストランで、デリバリー等による売上がある場合を想定。当該売上が
　　　前年の売上の25％を超える場合、超過分が給付額（売上の75％相当）から差し引かれる
　　　（例：デリバリーの売上が30％相当であれば、５％分が給付から相殺され、70％分が支給）。
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きる仕組みとしている。具体的には、脱炭素社会を目指したグリーンテクノロジーへの

支援、企業の競争力強化を目指した中小企業のデジタル化や先端技術採用支援、航空・

自動車産業支援、輸出企業支援、世代間や企業規模間の不平等を是正するための若者の

就職支援、企業の雇用維持支援等に対して、幅広く包括している。また、一部の経済対

策は、08年の国際的金融危機の後にイノベーションと投資を促進するべく設けられた枠

組みである「未来への投資プログラム（du Programme d’investissements d’avenir：PIA）」

の第４回プログラムに位置付けられおり、既存の支援の枠組みを活用して実施されてい

る9。 

また、９月下旬から制限措置を再強化したことに合わせて第四次補正予算を編成し、

売上が減少した事業者を財政的に支援するために、従業員に支払う一時帰休手当の補て

ん、小規模事業者向けの給付金（連帯基金）、社会保険料の支払免除といった、これま

でに採った措置を拡充したほか、新たに企業の賃料を支援する措置を公表した。 

一時帰休手当については、経済活動の再開に伴って６月から給付額が引き下げられて

おり、10月に更なる引下げが予定されていたが、これが延期となったほか10、休業や営

業時間短縮措置の対象となった事業所と、制限の対象とならなくとも感染の再拡大によ

って打撃を受けていると考えられる、ホテル、レストラン、カフェ、観光、イベント、

スポーツ、文化分野については、政府の補てん率を100％（給付額は額面給与の約７割）

とする措置が採られた。 

連帯基金については、経済活動の再開に伴って６月から対象業種が全業種から観光セ

クターに絞られていたが11、10月以降は、従業員数の上限が20人から50人に拡大された

ほか、夜間外出禁止エリアにあるか休業措置を受けていることを条件に全業種を対象に

拡大された。また、段階的に封鎖措置を解除するにあたって、12月１日以降は、観光セ

クター等のみならず、その川上や川下にあって影響を受けると考えられる業種も、前年

同期と比較して売上高が50％以上減少していることを条件に助成の対象とするなど、助

成を強化している。その際、休業措置の対象と観光セクターについては、給付額の上限

を月額１万ユーロから20万ユーロに引き上げた。その後、変異株の感染拡大に伴って12

                         
9 PIA 第１回は 2010 年に 350 億ユーロ、第２回は 2014 年に 120 億ユーロ、第３回は 2017 年に 100 億ユーロ規模で行

われた。第４回 PIA は 200 億ユーロ規模。PIA では、航空・自動車産業を構成する大企業へは国家出資庁（APE）が

出資し、中小企業へは、政府が出資する公的投資ファンドである BPIfrance を通じて出資、融資、保証を行い、自治

体への支援や住宅支援へは、政府（PIA）が国民の貯蓄預金を原資とした住宅及び地方向け貸付を行う預金供託公庫

（CDC）に運用資金を提供し、CDC が投融資を行う体制ができている。 
10 ６月１日以降、雇用主が従業員に支払うべき最低金額（額面給与の約７割）のうち、政府による補てん率を 100％

から85％（70％の85％で、政府からの補てん率は給与の約６割（ホテル、レストラン、カフェ、観光、イベント、ス

ポーツ、文化部門は補てん率 100％を維持））に引き下げる措置がとられていた。10 月１日からは、雇用主が従業員

に支払うべき最低金額を額面給与の60％、そのうち政府による補填率を60％（額面給与の約４割）に引き下げる予定

であった。 
11 ただし、前年同期と比較して売上高が50％以上減少しているという要件は維持され、規模に関する要件については、

従業員数の上限が10人以下から20人以下に、売上高の上限が100万ユーロ未満から200万ユーロ未満に緩和された。 
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月15日の制限緩和が予定より小幅なものとなり、スキーリゾート等の再開の目処が立た

なくなったほか、21年１月末からは、食料品以外を取り扱う大型ショッピングセンター

にも休業措置の対象とするなど再び制限が強化されると、これら制限措置の影響を受け

る業種や地域についても月額で上限20万ユーロの助成の対象とした。 

社会保険料の支払免除については、２～５月に実施された際は、ホテル、レストラン、

観光等のセクターに属する従業員250人以下の企業が対象であったが、20年10月30日の

外出制限導入の際は、これらセクターの企業のうち売上が50％以上減少している企業と、

休業措置の対象となっている従業員数50人以下の全ての企業も対象とするとともに、事

業活動が上記セクターの川上や川下にあって影響を受けるセクターに属する従業員250

人以下で売上が50％以上減少している企業も対象に含めるなど、対象を拡大した。 

この他、新たに、不動産の貸主が従業員250人未満の企業の賃料を放棄した場合、賃

料の50％に相当する額の税額控除を貸主に認める措置（従業員250～5,000人の企業につ

いては賃料の２/３を上限に税額控除）を21年に導入することが発表された。 
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（３）英国 

英国政府は、20年初秋以降も、感染者数が再び増加する中で、雇用維持と医療強化を

目的とした追加の経済対策を行っている。 

イングランドで２度目の都市封鎖実施が表明された10月31日、10月末で終了を予定し

ていた雇用維持スキーム（Coronavirus Job Retention Scheme）12を11月末まで延長・拡充

することが併せて表明された。人件費の政府補助率は、20年３月の開始時の80％から段

階的に引き下げられ、10月には60％としていたが、11月には再度80％に引き上げられ、

これに伴い上限額についても1,875ポンドから2,500ポンドに引き上げられた。雇用主か

らみると、社会保険料を支払う点は３月の開始時と異なる13ものの、政府からの補助率

は開始時と同じとなった。21年３月３日、雇用維持スキームを最終的に９月末まで継続

することに改め、補助率については６月まで80％とし、７月に70％、８～９月に60％に、

段階的に引き下げることとした14（第1-2-5図）。 

 

第 1-2-5 図 英国の雇用維持スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用維持スキームの申請数から、一時帰休者の人数についてみると、20年４～５月に

かけて800万人以上が一時帰休となった15。その後、経済活動の再開とともに、一時帰

休者は、６月末に約680万人、７月末に約540万人、８月末に約380万になり、徐々に減

                         
12 企業向け従業員給与補助として、一時休暇中の雇用者を対象に人件費の一定率を企業に支給する制度。 
13 20年３～７月は社会保険料も免除されていた。 
14 これに先立ち、11月５日、英国全土を対象に21年３月末まで延長し、補助率については21年１月に見直すこと、21

年２月に実施予定であった一時帰休後の従業員の復職支援（Job Retention Bonus）の開始は、雇用維持スキームが終了

してから実施することとしていた。さらに、12月17日、雇用維持スキームを21年４月末まで延長し、補助率について

は80％を維持することを表明していた。 
15 ピークは５月８日の約890万人。 
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少した。10月末には、約240万人となったが、イングランドでの11月及び21年１月から

の都市封鎖を受け、11月末、21年１月末には、それぞれ約390万人16、約490万人となり、

10月末と比較して増加したことからも、雇用維持スキームの延長は雇用維持に効果的で

あったと考えられる（第1-2-6図）。 

 

第 1-2-6 図 英国の一時帰休者の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自営業者に対しても同様に、20年11月２日及び５日、所得補助スキーム（Self-

Employment Income Support Scheme）の拡充により、20年11月～21年１月分の補助にあ

たる３回目の給付においては、当初の予定を変更し、過去３年間の平均所得の80％（上

限7,500ポンド）を支給することとした17。さらに、21年３月３日、４回目の給付につ

いて、３か月の平均所得の80％の支給を維持することとともに、最終的に21年９月末ま

で継続し、追加支給することとした。５回目の給付については、売上高の減少に応じた

支給とし、20年４月～21年４月の売上が30％以上減少した場合には平均所得の80％（上

限7,500ポンド）を支給するが、30％未満の減少であった場合には平均所得の30％（上

限2,850ポンド）を支給することとした。なお、民間シンクタンクのResolution 

Foundationは、自営業者の失業規模が、雇用者の失業規模より大きくなっていることを

考慮すると、３回目の給付率の拡充は歓迎されると指摘している18。しかし、別の調査

19によると、20年５月には、感染症拡大前に自営業をしていた人の９％が失業中もしく

                         
16 20年３月の都市封鎖時と違い、11月は工場や建設業の稼働は継続したため、一時帰休者が大幅に増加しなかったと

みられる。ピークは、11月11日の約410万人。 
17 １、２回目の給付では、それぞれ、過去３年間の平均所得の80％（上限7,500ポンド）、70％（上限6,570ポンド）

を支給していた。 
18 Bell (2020) 
19 Cominetti et al. (2021) 
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は経済活動をしていないと回答していたのに対し、21年１月には14％に増加している。

これは、自営業者向け支援が継続される中、自営業の失業者や経済活動を実施していな

い人が、感染症危機の期間が長引くとともに増加していることを示しており、今後も自

営業者の失業者数の推移には留意する必要がある。 

また、その他の雇用維持支援や企業の資金繰り支援として、20年秋頃より、地域ごと

で行動制限措置が採られたことを受け、イングランドにおいて、ローカルCOVID警報

レベル（詳細は（補論）各国・地域における感染状況と活動抑制措置を参照）に応じた

休業措置対象事業者に対する助成金の給付（Local Restrictions Support Grant（Closed））

や、休業措置対象ではないものの打撃を受けた事業者に対する助成金の給付（Local 

Restrictions Support Grant（Open））等を行っている（第1-2-7表）。 

休業措置対象事業者に対する助成金については、20年11月５日からのイングランドで

の都市封鎖に先立ち、それまで21日ごとに最大1,500ポンドの給付20としていたところ

を、給付サイクルを14日ごとに変更し、11月５日から12月１日までの都市封鎖期間に、

最大3,000ポンドの給付を受け取ることができるようにした（Local Restrictions Support 

Grant（Closed）Addendum）。また、21年１月６日からのイングランドでの都市封鎖時

には、１回目には42日間で最大4,500ポンドを、２回目には44日間で最大4,714ポンドの

給付を行った。さらに、１月のイングランドでの都市封鎖を受けて、課税評価額に応じ

て最大9,000ポンドの給付（Closed Businesses Lockdown Payment）のほか、食事を提供し

ないパブ向けの支援（Christmas Support Payment for wet-led pubs）として12月に1,000ポ

ンドの給付を行い、４月以降の事業活動再開に向け、飲食・宿泊・娯楽業向けに最大

18,000ポンド、生活必需品以外を扱う小売店向けに最大6,000ポンドの給付（Restart 

Grants）を行っている。 

休業対象ではないものの打撃を受けた事業者に対する助成金については、都市封鎖終

了に伴う20年12月２日から、それまで28日ごとに最大2,100ポンドの給付21としていた

ところを、給付サイクルを14日間にすることとした。  

                         
20 21日ごとに、事業用不動産に対する固定資産税の課税評価額5.1万ポンド未満の物件に入居する事業者に対し1,000

ポンドを、同5.1万ポンド以上の物件に入居する事業者に対し1,500ポンドを給付。 
21 28日ごとに、事業用不動産に対する固定資産税の課税評価額1.5万ポンド以下の物件に入居する事業者に対し934ポ

ンドを、同1.5万ポンド超から5.1万ポンド未満の物件に入居する事業者に対し1,400ポンドを、同5.1万ポンド以上の

物件に入居する事業者に対し2,100ポンドを給付。 

－　 22 　－



 

 

 

第 1-2-7 表 英国（イングランド）の主な企業給付支援 

          （雇用維持スキーム、所得補助スキームを除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、11月25日、歳出計画（Spending Review 2020）22において、医療体制強化等の

                         
22 感染症対応と雇用支援を優先するため、３か年の歳出計画ではなく、21年度の１年分の計画を発表した。 

課税評価額1.5
万ポンド以下
の物件に入居
している場合

課税評価額1.5
万ポンド超か
ら5.1万ポンド
未満の物件に
入居している
場合

課税評価額5.1
万ポンド以上
の物件に入居
している場合

Local Restrictions
Support Grant
(LRSG) (Closed)

・９月９日以降、ローカルCOVID警報レベル

　「最高（Tier 3）」の地域における休業措

　置対象事業者

LRSG (Closed)
Version 2

・12月２日以降、ローカルCOVID警報レベル

　「高（Tier 2）」及び「最高（Tier 3）」の

　地域における休業措置対象事業者

LRSG (Closed)
Addendum Tier 4

・12月19日以降、ローカルCOVID警報レベル

　「自宅待機（Tier 4）」の地域における休

　業措置対象事業者

・11月５日から12月１日までの都市封鎖によ
　る休業措置対象事業者（12月２日まで休業
　した事業者も含む）

28日ごとに
1,334ポンド

28日ごとで
2,000ポンド

28日ごとで
3,000ポンド

・１月６日からの都市封鎖による休業措置対
　象事業者（１月５日から休業した事業者も
　含む）
　※１回目給付

42日間で
2,001ポンド

42日間で
3,000ポンド

42日間で
4,500ポンド

・１月６日からの都市封鎖による休業措置対
　象事業者（１月５日から休業した事業者も
　含む）
　※２回目給付

44日間で
2,096ポンド

44日間で
3,143ポンド

44日間で
4,714ポンド

休業措置対象事
業者向け助成金

Closed Businesses
Lockdown
Payment (CBLP)

・１月６日からの都市封鎖による休業措置対
　象事業者（１月５日から休業した事業者も
　含む）
・対面サービスを提供する事業者
　※対面サービスを提供せず営業を継続でき
　　る事業者（会計士、弁護士等）は対象外

4,000ポンド 6,000ポンド 9,000ポンド

食事を提供しない
パブ向け助成金

Christmas Support
Payment for wet-
led pubs

・12月２～29日の間に、ローカルCOVID警報

　レベル「高（Tier 2）」及び「最高（Tier
　3）」の地域の事業者

・食事による売上が総売上の50％未満

・生活必需品以外を扱う小売事業者 2,667ポンド 4,000ポンド 6,000ポンド

・飲食、宿泊、レジャー、パーソナルケア、
  ジム施設の事業者

8,000ポンド 12,000ポンド 18,000ポンド

休業対象ではな
い打撃を受けた
事業者に対する
助成金

LRSG (Open)

・８月１日以降、ローカルCOVID警報レベル

　「高（Tier 2）」及び「最高（Tier 3）」の

　地域で、打撃を受けた事業者
　※地方自治体が詳細要件を決定

14日ごとに
467ポンド

14日ごとに
700ポンド

14日ごとに
1,050ポンド

都市封鎖期間に
休業を余儀なく
された事業者に
対する助成金

概要・名称

（備考）１．英国政府より作成。
　　　　２．都市封鎖時は、LRSG(Closed)Addendumの給付が優先され、他のLRSGは給付されない。

14日ごとに
667ポンド

14日ごとに
1,000ポンド

14日ごとに
1,500ポンド

ローカルCOVID
警報レベルに応
じて休業を余儀
なくされた事業
者に対する助成
金

給付内容

要件

課税評価額に関係なく、
1,000ポンド

LRSG (Closed)
Addendum

事業活動再開に
向けた特定事業
者向け助成金

Restart Grants
(RG)
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公共サービスに、20年度中に380億ポンドを、21年度に550億ポンドを追加支出すること

とした。また、失業者の増加23への対応として、100万人を超える長期失業者の再就職

支援に向こう３年間で29億ポンドを充てることとしている。 

21年３月３日には、21年度予算において、650億ポンドの追加経済対策を表明した。

主な対策としては、前述した雇用維持スキーム及び所得補助スキームの延長、事業活動

再開給付に加え、飲食、宿泊等への付加価値税（VAT）率の引下げ期間の延長と段階的

な引上げ24、特定事業者を対象とした事業用固定資産税の免税延長等が挙げられる。こ

うした経済対策と併せて、将来の財政健全化に向けた取組として、法人税率（現行一律

19％）について、23年４月から企業収益に応じ最高25％まで引き上げることも併せて表

明した25。 

なお、企業の倒産件数は、前述のとおり、経済対策の効果もあり、引き続き低い水準

で推移しているものの（コラム図４）、雇用情勢については、20年秋以降20年末にかけ

て失業率が上昇していることや、政府支援は時限措置であることから、今後は政府の支

援策だけで雇用を維持することは難しいとみられる。また、20年６月末までに一時帰休

となった累計960万人のうちの61％にあたる590万人が、オートメーション化による雇用

喪失のリスクが高い業界で占められているとの調査結果もあり26、感染症による事業活

動縮小や倒産等による雇用喪失だけでなく、感染症によって加速されたオートメーショ

ン化27により雇用喪失の可能性があることには、留意が必要である。 

 

 

 

  

                         
23 財務相は同日、議会でのスピーチで、失業率のピークは21年第２四半期に7.5％になると発言した。 
24 飲食（アルコール飲料を除く）・宿泊等への付加価値税率の20％から５％への引下げを、当初20年７月15日～21年

３月末までとしていたが、９月末までに延長した。その後、10月～22年３月末までは５％から12.5％に引き上げ、以

降20％に戻る。 
25 年間利益25万ポンド以上の企業に、法人税率25％を適用。 
26 Abey, J. et al. (2020) 
27 Abey, J. et al. (2020) によると、例えば、飲食店においては、携帯電話やタブレットのアプリから料理を注文する仕

組みが早急に導入され、顧客は同仕組みに慣れてきており、社会的距離の確保が不要となった後も、より少ない人件

費で全く異なる働き方になる可能性があるとしている。また、非食料品を扱う小売店においては、店舗ではなくオン

ラインでの購入がますます増え、自動化やロボットが物流を引き継ぐ可能性を指摘している。 
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（４）EU 

ヨーロッパにおいては、各国政府のみならず、EUにおいても各種経済対策が講じら

れている。 

そのうちの一つが、20年７月21日に欧州理事会において合意に至った、「次世代の

EU」と称する7,500億ユーロ規模(GDP比4.6％)の復興基金である。この基金のうち、

中核を成す部分は「復興・強靱化ファシリティ」と呼ばれる加盟各国のコロナ危機から

の経済復興と構造改革を促進するための基金であり、7,500億ユーロのうち6,725億ユー

ロ（うち補助金3,125億ユーロ、融資3,600億ユーロ）が加盟国に配分されることになっ

た（第1-2-8図）。各国は、復興・強靱計画（21～23年）を作成し、欧州委員会の承認

を受けることにより、経済規模等の指標を元に定められた国別割当額の範囲内で、EU

から資金提供を受けることができる（第1-2-9表）28。EUは、同基金と21～27年の次期

中期予算（多年度財政枠組：MFF）を織り込んだ１兆8,000億ユーロ規模となるEU復興

パッケージを活用し、グリーンディール政策やデジタル政策といったEU共通の重要課

題に対して積極的に投資する計画であり、加盟各国が策定する復興・強靱計画について、

少なくともその37％以上を気候変動対策に、20％以上をデジタル化に振り向けることを

求めている。MFF及び復興基金は、感染症の拡大による景気後退からの復興のみならず、

中期的視点でのEU全体の公正な市場環境の整備や競争力強化も目的としており、次世

代のヨーロッパ経済の発展を達成するための起爆剤としての役割が期待されている。 

  

                         
28 欧州理事会が公表した補助金 3,125 億ユーロは 2018 年価格ベース、各国への補助金割当額は 2020 年価格ベースの

ため、金額が一致しない。 
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復興・強靱化

ファシリティ

6,725

Horizon EU
50

公正な移行基金

100

Invest EU 56
その他 569

（Ａ）復興基金

（次世代EU）
（2021～23年）

融資（3,600）

復興・強靱化

ファシリティの一部

補助金（3,900）

復興・強靱化

ファシリティの内

3,125＋同ファシリティ

以外の部分

（備考）１．欧州委員会より作成。

２．Horizon EU：既存の枠組への予算配分（研究開発支援）。

３．公正な移行基金：脱炭素社会への移行の影響を最も受ける加盟国支援。

４．Invest EU：既存の枠組への予算配分（投資支援）。

 

第1-2-8図 EU復興パッケージ及び復興基金 

（１）復興パッケージ全体像    （２）復興基金の構成（単位：億ユーロ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1-2-9表 各国への補助金割当額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（Ｂ）中期財政枠組

１兆743億ユーロ

（2021～27年）

（Ａ）復興基金

7,500億ユーロ

（2021～23年）

【右図参照】

EU復興パッケージ

１兆8,243億ユーロ

（億ユーロ）

国 割当額 国 割当額 国 割当額

ベルギー 59 フランス 394 オランダ 60

ブルガリア 63 クロアチア 63 オーストリア 35

チェコ 71 イタリア 689 ポーランド 239

デンマーク 16 キプロス 10 ポルトガル 139

ドイツ 256 ラトビア 20 ルーマニア 142

エストニア 10 リトアニア 22 スロベニア 18

アイルランド 10 ルクセンブルク 1 スロバキア 63

ギリシャ 178 ハンガリー 72 フィンランド 21

スペイン 695 マルタ 3 スウェーデン 33

合計 3,380

（備考）１．欧州委員会より作成。

　　　　２．2020年価格。
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なお、復興基金の資金調達方法については、欧州委員会が債券を発行して市場から資

金を調達するという方式が採用されることとなった。 

また、復興基金の合意に向けた調整と交渉過程は難航を極めた。加盟国全体での共同

債は、財政状況が健全で信用度が高い国が独自に発行する債券よりも利回りが高くなる

傾向にあること、また、共同債の返済原資となるEU予算の拠出金はそうした国ほど負

担が大きいことから、財政規律を重視するオランダ、オーストリア、スウェーデン、デ

ンマーク（いわゆる倹約４か国）の反発を招き、20年４月、６月に開催された欧州理事

会では合意に至らなかった。その後、７月に改めて開催された理事会において、会期を

延長して協議を重ねた末、ようやく内容を一部見直した上で基金の規模、使途等につい

て合意に至った。中でも注目されたテーマは、同基金を構成する返済不要の補助金と要

返済の融資の割合であり、倹約４か国に配慮し、欧州委員会による当初案の5,000億ユ

ーロ対2,500億ユーロから補助金の比率を引き下げ、3,900億ユーロ対3,600億ユーロに

変更された。ところが、予算の不適切な使用を防止することを目的として、EUの基本

的価値の１つである「法の支配の原則」を予算配分の条件とする仕組みを導入する動き

が出たことに対して、以前より同原則の観点でEUから問題提起を受けていたハンガリ

ーとポーランドが反発し、交渉は再び暗礁に乗り上げた。一時は交渉が長引いてMFFの

成立が21年に持ち越すとの観測もなされたが、EUの議長国であるドイツが妥協案を提

示し、ハンガリーとポーランドがこれを受け入れたことで、12月の欧州議会及びEU理

事会において最終的に承認され、21年１月より執行されることが決定した。 
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コラム 2020年春以降に実施された支援策の内容とその効果 

 

20年春の感染拡大以降、欧米主要国では、経済を支えるための様々な支援策が採られ

てきた。本コラムでは、それら支援策を、「雇用支援策」「企業向け給付・融資等」

「個人向け給付」の３つに大別し、支援策の内容とその効果について概観する。 

 

ア． 雇用支援策 

 雇用支援策については、欧州では、一時休業中の従業員手当の一部を事業者に対して

補てんする施策が拡充・新設された（表１）。一方、アメリカでは、雇用維持等により

返済免除となる中小企業向け融資が新設されるとともに、レイオフによって急増した失

業者に対し、失業保険給付を拡充する措置が採られた（後掲表５）。 

失業率及び就業者数の動向をみると、アメリカでは、20年春にレイオフによる失業が

急増するとともに、就業者が急減した（図２）。その後は改善してきているが、感染症

前の水準にはいまだ達していない。要因として、育児の負担や感染への懸念を背景とし

た非労化からの戻りの遅れに加え、上述の失業手当の拡充措置による就労インセンティ

ブの低下等が指摘されている。 

一方、欧州では、ロックダウンが実施された中でも、失業の増加が抑制された。背景

には、各国の雇用支援策（の延長）や資金繰り支援による下支え効果に加え、経済活動

が大幅な落ち込みから回復しつつあることも挙げられる。就業者数は、21年入り後は持

ち直しの動きがみられるものの、ドイツや英国では感染症前よりも低い水準となってい

る。経済活動制限下で求職活動が進みにくかったとされており、感染懸念、休業者の復

職期待、学校休校による育児負担増などが背景にあると考えられる。雇用維持の支援策

は一定の効果を上げたと考えられるが、支援策の継続が長期化すれば、雇用の新規創出

や再配置が妨げられる可能性も指摘されている。 
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アメリカ ドイツ フランス 英国
給与保護プログラム(PPP)
(9,616億ドル(約103兆円))
・１回目申請：人件費2.5か月分(上限
1,000万ドル(約10億円)を融資、雇用維
持により返済免除)
[20.４～、20.８申請終了、利用期限～
20.12。21.１～５に申請再開]

・２回目申請：人件費2.5か月分、飲
食・宿泊業は人件費3.5か月分(上限200
万ドル(約２億円)を融資、雇用維持に
より返済免除)
[21.１～、申請期限は～21.５]
★１回目申請は従業員数500人以下、２
回目申請は同300人以下の事業者等が対
象。２回目申請では融資上限額を引き
下げる一方、一部業種で融資可能額を
引上げ

労働者の有給の休暇に係る給付の一
部
・従業員500人以下の企業等を対象に、
子供の世話等を理由に休暇を取得した
職員に対し、賃金の一定割合を支払う
ことを雇用主に義務付けるとともに、
企業に対しその金額分を税額控除(子供
の世話等の場合上限2,000ドル(約21万
円))

※給付対象には、上記に加え従業員本人
の感染、感染者の介護の場合も含まれ
る [20.４～21.９]

従業員操業短縮手当(※)の拡充 <拡充>
・給付要件を「従業員の３分の１」から
「10％」以上に操業短縮を適用する場
合に引下げ

・給付期間を12か月から最大24か月に拡
大(最長～21年末)

・手当を増額(受給４か月目以降は操業
短縮に伴う賃金減少分の70％、受給７
か月目以降は80％を政府が補償) [20.
３～21年末]

※従来は、雇用者が解雇の代替として従
業員の労働時間を短縮する場合に、操
業短縮に伴う賃金減少分の60％を補償

中小企業向け人件費支援
(Ｐ10で後述する中小企業向け支援の
内数)
・年間売上高が7.5億ユーロ(約920億円)
以下の企業等を対象に、経済活動再開
の過程で雇用を増やし、従業員の操業
短縮からの復帰等を行う事業者に対し
て、増加した人件費の一部を支給 [21.
７～21.９]

若者就業支援
(５億ユーロ(約610億円))
・打撃を受けた中小企業が若者への就業
訓練を継続又はより充実させる場合、
訓練生の人数に応じた助成金を企業に
給付（継続の場合１人当たり2,000ユー
ロ(約24万円)、充実の場合同3,000ユー
ロ(約37万円)）[20.６～]

従業員休業手当補助(※)の拡充 <拡充>
(374億ユーロ(約4.6兆円)、既存制度
分も含む)
・政府補てん額の増額等(拡充措置導入
時は企業補償が額面給与の70％、政府
補てん同70％)、法定最低賃金の4.5倍
を上限 [20.３～]

※従来は、企業による従業員に対する補
償は額面給与の70％、政府補てんは１
時間当たり7.74ユーロ(従業員250人未
満、約940円)又は7.23ユーロ(従業員
250人以上、約880円)

・臨時労働者を対象に追加。
★段階的に補てん率を引下げ、21.7～
額面給与の60％を企業が補償、政府補
てん36％(打撃の大きかった一部業種を
除く)

・学校の休校により仕事ができない親
(片方のみ)も休業手当補助の対象 [20.
９～]

長期従業員休業手当補助
(約42億ユーロ(約5,140億円))
・長期的な活動縮小に直面する企業が一
時休業対象の従業員に支払った手当に
対する政府補てん(法定最低賃金の4.5
倍を上限とし時給額の60%(36か月間で
最長24か月適用可能)) [20.７～]

若者就業支援
(20億ユーロ(約2,437億円))
・若者を雇用した事業所に対して年
齢と雇用契約に応じて助成金を給付
(1人当たり年最大8,000ユーロ(約98万
円)) [20.７～21.12]

雇用維持スキーム(CJRS)
(598億ポンド(約8.2兆円))
・一時休業対象の従業員の人件費の一部
を補てん

・政府補てん比率は、当初は人件費の
80％(月最大2,500ポンド(約34万円))
[20.３～21.９]

★20.９以降、政府補てんの割合を段階
的に引下げ(20.９月分から70％、10月
分から60％、11月分から80％、21.７月
分から70％、８月分から60％)

・学校や育児施設の休業により在宅する
子供の世話のため仕事ができない従業
員も対象

若者就業支援①
(21億ポンド(約0.3兆円))
・16～24歳の若者が最低週25時間、６か
月勤務することを条件に、最低賃金の
週25時間分の給料等を６か月間雇用者
に給付 [20.９～21.12]

若者就業支援②(イングランドのみ)
(21億ポンド(約0.3兆円))
・16～24歳の若者に就業経験を提供する
企業に１人当たり1,000ポンド(約14万
円)を最大10人分まで給付 [20.９～21.
７]

表１ 欧米主要国における雇用支援策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）各種資料より作成。「★」は、経済活動の再開状況に応じて見直された政策。 

 

 

図２ 欧米主要国の労働市場の動向 

 

（１） 失業率 

（アメリカ）             （欧州・日本） 
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（２）就業者数 

（アメリカ）              （欧州・日本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．企業向け給付・融資等 

欧米では、中小企業や休業措置の対象となった事業者等に対し、売上減少額や固定費

等の規模に応じた給付が実施された（表３）。 

欧州における企業向け給付・融資等の施策は、20年春及び秋から21年春にかけて採ら

れた休業措置を伴うロックダウンと対応して実施された。20年春は小規模事業者等に幅

広く給付を行ったが、20年夏以降、給付内容は活動制限の継続期間や対象範囲に応じて

変更された。例えば、ドイツは、20年夏以降、段階的に給付内容の拡充や給付要件の緩

和を実施している。 

制度設計は多様であるが、アメリカ、ドイツ及びフランスで採られたように、固定費

の一部を補てんすることを目的とした給付が多くみられる。加えて、アメリカ及びドイ

ツにおいては、固定費が発生する時期よりも前払で給付や融資を行うことにより資金繰

り負荷の緩和を図る取組もみられた。 

これらの企業向け給付・融資や、前述の雇用支援策（及びその延長）の下支えの効果

もあり（注１）、企業の倒産件数は、各国において感染症前の水準を下回って推移してい

る（注２）（図４）。 ただし、今後、感染症の影響から経済が回復し、支援策が縮小され

れば、事業活動が戻らない企業が一部に出る懸念もあると考えられる。 

 

 

 

（備考）１．アメリカ労働省、ユーロスタット、ドイツ連邦統計局、英国統計局より作成。 

２．英国のデータは後方３か月移動平均。 
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表３ 欧米主要国における企業向け給付・融資等 

 

 

 

 

 

 

アメリカ ドイツ フランス 英国
企業向け
給付等

給与保護プログラム(PPP)
(前述)

飲食店向け給付
(286億ドル（約３兆円))
・レストラン、バー等(上場
企業及び21以上の店舗を所
有する企業等は除く)に対し、
人件費、家賃、住宅ローン
の支払等のため、19年と20
年の総収入の差額(１企業当
たり最大1,000万ドル(約11
億円)、かつ１店舗当たり最
大500万ドル(約５億円))を
給付 [21.５～申請開始]

施設運営事業者向け給付
(162億ドル(約２兆円))
・ライブ会場運営者、美術館、
映画館等(従業員500人以上
の企業等は除く)に対し、人
件費、家賃、住宅ローンの
支払等のため、19年の総収
入の45％(最大1,000万ドル
(約11億円))を給付 [21.４
～申請開始]

小規模事業者向け給付
(180億ユーロ(約2.2兆円))
・従業員数が５人以下の事業
者に３か月最大9,000ユーロ
(約110万円)(従業員数が10
人以下の事業者には15,000
ユーロ(約180万円))
[20.３～５]

中小企業向け給付
(900億ユーロ(約11兆円))
・年間売上高が7.5億ユーロ
(約920億円)以下の企業等を
対象に、売上が一定比率以
上減少した事業者に対し、
固定費の一定割合を給付
[20.６～21.９]

★段階的に給付要件の緩和、
給付内容の拡充、給付額上
限の引上げ

20.６～８ 平均売上が19年比
60％以上減の企業に固定費
の最大80％を給付。月最大
５万ユーロ(約610万円)

20.９～12 同19年比30％以上
減の企業等に固定費の最大
90％を給付。月最大５万
ユーロ(約610万円)

20.11～21.６ 売上が19年比
30％以上減の企業に固定費
の最大100％を給付。月最大
150 万 ユ ー ロ ( 約 1.8 億
円)(※21年６月９日、月
1,000万ユーロ(約12億円)に
引上げ公表)

21.７～９ 同19年比30％以上
減の企業に固定費の最大
100％を給付。月最大1,000
万ユーロ(約12億円)

企業向け給付
(330億ユーロ(約4.0兆円))
・休業要請対象となった事業
者等にロックダウン期間中
の前年同月の売上の最大
75％を給付 [20.11～12]

自営業者等向け支援
(Restart Help、
Restart Help Plus)
・対象期間の売上高が「19年
の月平均売上高×月数」と比
べて10％以上減少した自営業
者に対し、
‐最大7,500ユーロ(約92万
円)を前払いで給付 [21.１
～６]

‐最大4,500ユーロ(約55万
円)を前払いで給付 [21.７
～９]

連帯基金(給付)
(349億ユーロ(約4.3兆円))
・休業措置対象事業者または
売上が一定以上減少した事
業者に対し、前年からの売
上減少額の最大100％(上限
１万ユーロ(約120万円))又
は前年同期の売上の最大
20％(上限月額20万ユーロ
(約2,440万円)) [20.３～]

★制限措置の導入状況に応じ、
対象業種、給付要件、給付
額上限を随時見直し

固定費補てん
・休業措置対象かつ売上が一
定以上減少した連帯基金支
援対象事業者：賃貸料など
の固定費を最大で70％(従業
員数が50人未満の企業に対
しては90％)補てん(2021年
度は年次1,000万ユーロ(約
1.2億円)が上限) [21.１～
６]

家賃関連支援
(200億ユーロ(約2.4兆円))
・貸主が休業措置の対象事業
者の賃料を放棄した場合、
賃料の50％(従業員250人以
上5,000人未満の場合賃料の
2/3が上限)相当の税額を控
除 [20.11]

社会保険料支払免除
・従業員250人未満の飲食・
宿泊業等で休業中又は売上
が50％以上減少している事
業者と休業措置の対象と
なっている従業員50人未満
の事業者について、社会保
険料の支払いを免除 [20.９
～]

小売・飲食・娯楽産業向け給
付
・課税評価額に応じ１万ポン
ド(約137万円)又は2.5万ポ
ンド(約343万円) [20.４]

休業措置対象事業者向け支援
・地域別休業措置又はイング
ランドでの休業措置対象事
業者向けに、事業用不動産
の課税評価額に応じ、１日
当たり最大で約107ポンド
(約1.6万円)を給付 [20.11
～21.３]

・イングランドでの休業措置
対象事業者等向けに、事業
用不動産の課税評価額に応
じ、最大9,000ポンド(約132
万円)を給付 [21.１～３]

・生活必需品以外を扱う小売
事業者及び個人向けサービ
ス提供事業者に、課税評価
額に応じて最大6,000ポンド
(約82万円)を給付 [21.４～
６]

コロナウイルス自営業収入支
援スキーム(SEISS)
(315億ポンド(約4.3兆円))
・営業利益が年５万ポンド(約
690万円)以下の自営業者で感
染症の影響により売上が減少
した者に対し、平均営業利益
の80％(月最大2,500ポンド
(約34万円))を給付→８月申
請分から70％、11月申請分か
ら80％、21年７月申請分から
売上減少率に応じて80％又は
30％) [20.３～21.９]
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アメリカ ドイツ フランス 英国
融資・信
用保証等

安定化基金
(5,000億ドル
(約55兆円、対GDP比2.3％))
[20.３]

・FRBファシリティ(信用保
証・融資)への拠出(4,540
億ドル)

・旅客航空会社向け融資
(250億ドル)

・貨物航空会社向け融資(40
億ドル)

等

経済安定化基金
(6,000億ユーロ(約73兆円、
対GDP比18％)) [20.３]
・信用保証、出資、経営難
企業向け追加融資等

復興金融公庫の政府保証枠
拡大
(3,570億ユーロ(約43.7兆円、
対GDP比11％)) [20.３]

政府保証融資
(3,000億ユーロ(約37兆円、
対GDP比13％))
・公的投資銀行を通じた新
規貸付に政府保証供与。融
資上限19年売上の３か月分

・保証割合は規模に応じ70
～90％
[申請期間20.３～21.12]

政府特別融資
(10億ユーロ(約1,218億円、
対GDP比0.04％))
・政府保証融資を受けられ
なかった企業に政府が直接
貸付。上限１万～５万ユー
ロ等(約120万～610万円)
[20.10～12]

戦略的企業向け支援
(200億ユーロ(約2.4兆円、
対GDP比0.9％))
・航空会社・自動車メー
カー向け政府保証融資

大企業向け緊急融資(CCFF)
・満期が最長1年のコマー
シャルペーパー(CP)を購入

中堅以上規模企業向け緊急
融資(CLBILS)
・政府系金融機関による融
資、信用保証(80％)、融資
額が一定額以下の場合無担
保。上限２億ポンド
[申請期間20.３～21.３]

中小企業向け緊急融資(CBILS)
(3,300億ポンド(約45兆円、
対GDP比16％))
・政府系金融機関による融
資、信用保証。上限500万
ポンド
[申請期間20.３～21.３]

中小企業向け特別融資(BBLS)
・民間金融機関融資に対し、
政府が100％保証
[申請期間20.５～21.３]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）各種資料より作成。「★」は、経済活動の再開状況に応じて見直された政策。 

 

 

図４ 欧米主要国の企業倒産件数 

（アメリカ）            （ドイツ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（フランス）             （英国） 

 

 

 

 

 

 

 

 （備考）アメリカ破産協会、ドイツ連邦銀行、フランス国立統計経済研究所、英国ビジネス・エネルギー・ 
産業戦略省破産サービスより作成。 
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ウ．個人向け給付等 

個人向け給付については、アメリカでは、高所得者を除き幅広い個人に一律給付が実

施された一方、欧州では、感染症の影響が大きくニーズの高い子育て世帯、低所得世帯

や学生に限定した支援が実施された（表５）。また、ドイツや英国においては、売上が

減少した自営業者に対する新たな給付策も導入された。加えて、同じくドイツ及び英国

では、ロックダウンの影響で消費の落ち込みが大きかった飲食サービス等に対する付加

価値税率の引下げが実施された。 

アメリカにおける個人向け給付の影響をみるために超過貯蓄の動向をみると、アメリ

カでは、20年４～６月期以降、19年同期と比較した貯蓄超過額（20年１～３月期以降の

累積額）が増加している（図６）。貯蓄増加の要因を、可処分所得の増加と消費の減少

に分けてみると、可処分所得の増加の影響が大きくなっており、可処分所得の増加要因

をさらに細かくみると、現金給付や失業手当の拡充といった経済対策によるものが大き

くなっている。なお、ユーロ圏においても、20年４～６月期以降、貯蓄の増加がみられ

るが、その要因は、主に消費の減少によるものとなっており、アメリカと対照的な姿に

なっている。 

主要国の世帯へのサーベイ結果によれば、欧米の主要国では、コロナ禍で貯蓄を増や

した世帯が２～３割、不要不急の支出を減らした世帯が３割程度存在している（図７）。

また、 英国やアメリカでは、コロナ禍で増えた貯蓄を今年末までに少なくとも５割使

うと回答した世帯は全体の４分の１程度、５割未満使う世帯は全体の２分の１程度とな

っている。調査結果を踏まえると、欧米主要国で累積された貯蓄超過額の一定程度は、

21年後半に消費に向けられることが予想される。 
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表５ 欧米主要国における個人向け給付等 

 
（備考）各種資料より作成。「★」は、経済活動の差一回状況に応じて見直された政策。 

 

  

アメリカ ドイツ フランス 英国
個人向け
等給付

現金給付(３回実施)
(約8,671億ドル(約93兆円))
・最大 1,200ドル(約13万円)、
子供500ドル(約5.4万円)
[20.３]

・最大600ドル(約6.5万円) 、
子供も同額 [20.12]

・最大 1,400ドル(約15万円)、
子供も同額 [21.３]

子育て世帯向け給付
(43億ユーロ(約5,200億円))
・子供１人当たり300ユーロ
(約3.7万円) [20.９～]

・子供１人当たり150ユーロ
(約1.8万円) [21.５～]

困窮世帯
等向け支
援

家賃支援
(466億ドル(約5.0兆円))
・失業者や低所得者等を対象
に、家賃や公共料金等につい
て、最大18か月分を給付
[対象期間20.３～]

―

低所得世帯向け給付
(９億ユーロ(約1,097億円))
・生活保護受給世帯に対して
一世帯150ユーロ(約1.8万
円)(子一人につき100ユーロ
(約1.2万円)加算)、低所得世
帯向け住宅手当受給世帯に対
して子一人につき100ユーロ
(約1.2万円)(子のいない世帯
は給付対象外) [20.５及び
11]

不定期雇用契約下にある労働
者等向け給付
(11億ユーロ(約1,340億円))
・月900ユーロ(約 11万円)
[20.11～21.2]

低所得者・求職者・フルタイ
ム学生向け支援 <拡充>
・既存の低所得者向け給付の
増額
通常の給付額(最低で月額
344ポンド(約4.7万円))を週
当たり20ポンド上乗せ [20.
４～21.９]

学生等向
け支援

学生ローンの返済猶予
・連邦政府学生ローンの返済
を猶予 [20.８表明(猶予期限
20.12末まで→22.１末まで延
長)]

学生向け支援
・困窮した大学生に対して100
～500ユーロ(約1.2～6.1万
円)給付

・無利子学生ローン
一定期間無利子の学生ローン
提供、最大月650ユーロ(約
8.0万円)(申請開始20.５～、
利払い免除期間は21.12末ま
で）

若者向け給付
(20億ユーロ(約2,437億円))
・低所得世帯向け住宅手当を
受給する25歳以下の非学生と
奨学金を受給する学生に150
ユーロ [20.11]

―

失業者に
対する給
付の拡充

失業手当の拡充 <拡充>
(5,930億ドル(約63兆円))
・週600ドル(約６万円)上乗せ
[20.４～７]

・週300ドル(約３万円)上乗せ
[20.８～、20.９申請終了]

・週300ドル(約３万円)上乗せ
[20.12～21.９]

・ﾌﾘｰﾗﾝｽを対象に追加 等

失業手当の給付期間延長
<拡充>
(20億ユーロ(約2,400億円))
・給付期間が20.５～12に終わ
る者を対象に３か月間延長
[20.５～12]

―

低所得者・求職者向け支援
<拡充>
（前述）

付加価値
税減税

―

付加価値税率の引下げ
・税率19％→16％、軽減税率
７％→５％ [20.７～12]

・税率19％、軽減税率７％
[21.１～]

・飲食サービスを軽減税率対
象に変更 [20.７～22.12]

―

付加価値税率の引下げ
(41億ポンド(約0.6兆円))
・飲食、宿泊及び娯楽、20％→
５％ [20.７～21.９]
→12.5％ [21.10～22.３]
→20％ [22.４～]

★段階的な引上げを予定
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図６ 欧米の超過貯蓄の動向 

 

（１）マクロの家計の貯蓄増加（フロー） 

 

       （アメリカ）                   （ユーロ圏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）マクロの貯蓄超過額の要因分解【20年Ⅰ期以降の累積額】 

 

        （アメリカ）                    （ユーロ圏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（備考）アメリカ商務省、ユーロスタットより作成。 
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図７ 欧米主要国におけるサーベイ結果 

 

（１）コロナ禍での家計の消費・貯蓄行動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）コロナ禍で増えた貯蓄を年末までにどの程度支出するか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）YouGov より作成。「（１）コロナ禍での家計の消費・貯蓄行動」は複数回答可。 

 

 

（注１）OECDは、欧州14か国で政府支援策がなかった場合、コロナ禍の３か月間で３割の企業が流動性不足（営業

費用や 納税、既存債務の利払ができない状態）に直面していたと指摘されている。 

（注２）ドイツでは、債務超過等に伴う支払い停止等が発生した企業は、通常３週間以内に倒産申請を行う義務があ

るところ、感染拡大を踏まえ、感染症が原因であり将来的に破産を回避する見通しがある場合、20年３～12月

までの間申請を行う義務を一時停止する措置が採られていた。21 年に入り倒産件数が増加したのは、本措置が

終了したことが影響していると指摘されている。 
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